
仕様書 

 

１ 件名 

川崎市計画相談支援コーディネート業務 

 

２ 事業の目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第５条第１９項に規定する計画相談支援の拡充を円滑に進めるため、指定特定相談支

援事業所（以下、「事業所」という。）の状況等と、計画相談支援の利用希望者（以下、「利

用者」という。）のニーズを適切に結び付け、計画相談支援の円滑な利用を促進するもの。 

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４．支援対象者等 

・事業所 

・利用者 

・各区役所障害者支援担当部署、健康福祉局総合リハビリテーション推進センター各地域支

援室、障害者相談支援センター（以下、「区役所等」という。） 

・その他利用者の支援に関わる関係者・関係機関等 

 ※ただし、次項５（２）については、本市が１～２区を選定し、当該区を主な対象として

業務を行うこと。 

 

５ 事業内容 

 受託者は、次の事項に留意し、下記（１）から（５）に掲げる業務を実施することで、事

業所の状況と利用者の意向の適切な結び付けを年間４８件以上行うことを目指すものとす

る。 

なお、実施にあたっては、事業所、利用者、利用者の支援に関わる関係者・関係機関等か

ら手数料を徴収しないものとする。 

（１）事業所に対する支援 

  ア 事業所の状況等（特徴、ニーズ、受入状況等）の把握・管理 

イ 事業所運営や加算取得等の助言 

ウ 事業所の開設・拡充等を希望する法人等への説明 

（２）利用者に対する支援 

  ア 利用者、家族、支援者等へ向けた計画相談支援及び相談支援等に関する説明資料の 

作成 

（別紙１） 



  イ 本市が行う利用者の意向の把握の補助 

  ウ 利用者、家族、支援者等へ向けた計画相談支援及び相談支援等に関する説明の補助 

（３）区役所等への支援 

ア 事業所の状況等（特徴、ニーズ、受入状況等）の共有 

（４）事業実績報告書の作成 

ア 事業報告 

実績等に関する報告は、翌月１０日までに行う。 

なお、報告書の様式は、本市で別途示すが、少なくとも次の内容を含むものとする。 

・事業所の状況等（特徴、ニーズ、受入状況等） 

・利用者の意向 

・事業所と利用者の意向を適切に結び付けた件数 

イ 完了報告 

本委託完了後、以下の書類を本市に提出すること。 

・業務完了届 

・収支計算報告書 

・実績報告書  

（５）その他本仕様書に記した事業の目的の達成に必要な業務 

 

６ 実施体制 

 本事業を受託するにあたり、受託者は次のとおり業務を実施するものとする。 

（１）従事者の選任 

ア 本市の障害者支援及び障害者の相談支援に精通している者またはその指示を受け

業務を実施する者。 

イ 本市において安定・継続的に事業所運営の実績がある者またはその指示を受け業

務を実施する者。 

（２）従事者の体制 

ア 受託者は、従事者として川崎市計画相談支援コーディネーターを週１７．５時間

（０．５人相当）以上配置する（祝日・年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

等を除く）。また、本市と協議の上、複数名の体制とすることができる。 

  イ 従事者は他の業務と兼務することができる。その場合においては、本市と協議の上、

本業務に従事する曜日及び時間を予め定めるものとする。ただし、本業務の円滑な実

施のため、本市と協議の上、本業務に従事する曜日及び時間は適宜変更することがで

きる。 

ウ 従事者の業務内容、従事姿勢に関し、本市が「２ 事業の目的」の達成に著しい不

都合が生じると判断した場合は、従事者の交替を要請するものとし、受託者は誠意を

もって対応する。 



（３）本市関係課及び関係機関との関係づくり 

  事業の実施にあたっては、本市関係課及び関係機関との良好な関係づくりに向けた取

組（周知、打合せ等）を実施し、本事業に対する理解を得られるよう努めること。  

 

７ 公平中立性の確保 

 受託者は、本事業を公平中立に実施し、特定の事業者へ利益誘導や事業者から利益収受等

は行ってはならない。 

 

８ 委託料の扱い 

（１）交付された委託料は、本業務以外の用途に使用しないこと。 

（２）委託料の各費目で不足が発生した場合は、他費目から流用することができる。 

 

９財産管理等 

（１）本業務の実施に伴い取得した備品類等については、善良な管理者の注意をもって管理

するとともに、委託料の交付目的にしたがって効率的な運用を図ること 

（２）本業務において、単価３００，０００円以上の備品を購入しないこと。ただし、本市

の承諾を得た場合はこの限りでない。 

（３）本業務の実施に伴い取得した備品類等のうち、取得単価が単価２００，０００円以上

の備品類については、本市の承認を得て処分を行うこと。当該備品を処分したことによ

り収入があったときは、その収入を川崎市に納付すること。 

（４）本業務の実施に伴い取得した備品類のうち、本市が指定するものについては、本業務

が終了したときに、これを本市に返還すること 

 

１０ 経理の保存 

 本業務の実施経過並びに本業務に係る収入及び支出の関係を明らかにするために、本業

務に係る経理を他の経理と区分して管理するものとし、帳簿及び一切の証拠書類並びに本

業務にかかる書類等を整備し、本業務が終了した日の属する年度の終了後５年間保存する

こと。 

 

１１ 監査等 

（１）監査 

  本市が、本業務にかかわる業務監査及び経理監査を行う場合においては、これを受ける

こと。 

（２）帳簿等の提出 

  本市が、本業務の適正な執行を確認するために、必要と認める帳簿種類等の提出を求め

た場合は、これに応じること。 



 

１２ 事故・苦情・緊急時対応 

事故・苦情・緊急事態等が発生した場合は、速やかに本市へ連絡するとともに、必要な 

措置を講じなければならない。 

 

１３ 秘密保持 

（１）受託者は、本事業で知り得た事項について、「個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）」等の規定を遵守し個人情報の保護並びに漏えい防止に関して周知徹

底を図らなければならない。なお、守秘義務については本事業が終了した場合においても

同様とする。 

（２）受託者は、本事業で知り得た事項を電子データ管理する場合は、厳重に保管すること。

また、委託業務が終了する場合の電子事務機器における残存データに関しても、必ず責任

を持って対応し、それを起因とする漏えいに関しては履行期限外でも責任を負うものと

する。 

 

１４ 再委託の禁止 

本事業の一部または全部を他に再委託することはできない。 

 

１５ 業務の引き継ぎ 

 本業務の受託者が変更になる場合には、責任を持って次期受託者に円滑に業務の引き継

ぎを行い、本事業の関係者が不利益を被ることのないよう努めること。 

 また、業務施行にあたって得た個人情報等の電子データについては、十分な引継ぎが確認

された後に、ＰＣ、サーバー等から確実に消去すること。 

 

１６ その他 

 本仕様書に定めのない事項については、本市との協議により決定する。なお、本事業に関

わる本市担当課は、健康福祉局障害保健福祉部障害計画課とする。 

 

 


